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八潮南部東まちづくり推進地区八潮南部東まちづくり推進地区八潮南部東まちづくり推進地区

まちづくり計画まちづくり計画まちづくり計画

多
様
な
世
代
が
集
い
暮
ら
せ
る

う
る
お
い
あ
る
ま
ち

策定：⼋潮南部東推進地区まちづくり協議会策定：⼋潮南部東推進地区まちづくり協議会策定：⼋潮南部東推進地区まちづくり協議会

⾝近なまちづくりのルールゾーン別街並みづくりの基準⼀覧
地域を快適で住みよくするためには、地域

の住民・事業者等による自発的活動が活発に

行われることが不可欠であるため、身近な景

観や環境の改善、緑化・美化などに関するま

ちづくりのルールを定め、遵守していくもの

とします。

快適な暮らし
に関するルール1

□騒音、臭い等は、近隣への迷惑とならないよ

う対策を講じます。特に、夜間営業の際は、

店内音の外部漏れや路上での話し声、エンジ

ン音などに対し、来店者に注意を喚起し、近

隣住民の安眠の妨げにならないよう十分に配

慮します。

□ペットの飼育は近隣の迷惑にならないよう、

節度を持って飼育します。

□犬を家の外部で飼う場合は放し飼いは避ける

とともに、散歩中はリードを付け、排泄物は

必ず持ち帰ります。

□建物の建築・解体・内装・増改築等の工事時

間は、午前 8 時から午後 6 時までとし、日

曜日、祝･祭日は原則として工事は行わない

ものとします。やむを得ず、工事を行う場合

は、事前に近隣に説明し、了承を得るものと

します。

□残土置場利用については、周辺住民への周知

等を十分行い、また、適切な維持管理を行い

ます。

安全・安⼼なまち
に関するルール2

□歩道･車道での置き看板など歩行

や通行の妨げとなる障害物の設置

を禁止します。

□自動車、バイク、自転車等の違法

駐車（輪）を禁止します。

□未利用地や空家は、治安上や美観

の観点からも問題が起きないよう

草刈等を行うなど、所有者が責任

を持って維持管理をします。

まちのうるおい
に関するルール3

□ごみの処理は、八潮市で決められたルール

を守り、減量化と分別・リサイクルによる

資源化を行います。

□ごみ置場（集積所）は、利用者が協力し合っ

て、散乱防止、清掃美化に努めます。

□自宅や店舗等の周辺、特に前面道路につい

ては、近隣と協力し合い美化に努めます。

□敷地内の花木は、定期的に手入れを実施し

ます。

□落書きや無断貼付シール・貼り紙などは直

ちに除去します。

まちづくりの推進4
□まちづくりを推進するため、積極

的に地域諸活動等へ参加します。

□防災・防犯に対する意識を持ち、

より良いまちづくりへの協力に努

めます。

お問合せ先

開発建築課　開発指導係
（内線：３２２，３３５）

都市デザイン課 都市デザイン係

八潮市役所 〒３４０－８５８８
埼玉県八潮市中央１－２－１
ＴＥＬ：０４８－９９６－２１１１

（内線：３４６）
自動車駐車場の出入り口は、歩行者・自転車等が安全に通行できるような対策を講じること。

駐車場や駐輪場のスペースが大きく露出しないように植栽等を設けること。

駐車場、駐輪場には、可能な限り緑化ブロック等を使用すること。

原色や原色に近い色彩の広い面積での使用は避け、彩度を抑えた色彩の使用に努めます。

建物と調和したデザインとなるよう配慮します。

道路境界部分に緑化を施すこと。道路境界部分に緑化を施すこと。

外壁面への設置に努めます。

最小限の掲出とします。

屋上看板の設置を避ける。

ガラス面を利用した掲出は避けます。

一般広告物の設置を避ける。

舗装は周囲との調和を図ります。舗装は周囲との調和を図ります。

植栽の樹種は、花桃のほか、季節感を演出する樹種、常に緑を感じられる樹種とし、周辺との調和が図れたものであること。

道路境界については、一体的な空間形成を図るため柵等の設置を避けること。やむを得ない場合は、透視可能なフェンス
か生け垣とすること。

着色していない素材の色彩、工作物で法令上の制限によりやむを得ない場合に使用する色彩、又は、各壁面（屋上の突出
した部分も含む）の 10 分の 1 未満の範囲で使用されるアクセントカラーは除く。

明度は 7 以上を原則とする。

土地利用上、やむを得ず適切な自動車駐車
場の台数が確保できない場合は、隔地で適切
に確保すること。

大規模開発事業における誘導ブロック等は、
周辺の公共施設と連携した配置とすること。

大規模開発事業における誘導ブロック等は、
周辺の公共施設と連携した配置とすること。

土地利用上、やむを得ず適切な自動車駐車
場の台数が確保できない場合は、隔地で適切
に確保すること。

明度は 7 以上を原則とする。

大規模開発事業においては、原則として必
要緑地面積を地表面に確保すること。

大規模開発事業においては、原則として必
要緑地面積を地表面に確保すること。

フロアーごとに設置する場合は、位置・形
状が整ったものとします。

複数設置する場合は、連続する店舗でデザ
インや素材の調和を図ります。

隣接する敷地に設置されている広告物との
高さを揃えます。

単独看板の設置は避け、複数のテナントで
共同設置します。

垳三郷線に面する部分は、賑わいの創出の
ため、歩行者の妨げにならない範囲でベンチ
やプランターの設置に配慮します。

垳三郷線に面する部分は、賑わいの創出の
ため、歩行者の妨げにならない範囲でベンチ
やプランターの設置に配慮します。

建築物の垳三郷線に面する部分は、できる
だけ開口部を設けるなど、街並みの賑わい形
成に貢献するようなデザインとします。

建築物の垳三郷線に面する部分は、できる
だけ開口部を設けるなど、街並みの賑わい形
成に貢献するようなデザインとします。

店舗や飲食店等の配置に努めます。特に共
同住宅の場合は低層階への配置に努めます。
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壁面の位置の制限
を受ける部分

デザイン

意　匠
全　般

交通安全施設
及び

駐車場施設

大規模開発事業
における色彩基準

ＧＹ,Ｇ,Ｐ
Ｂ,Ｐ,Ｒ
Ｐ,ＢＧ,Ｂ

Ｒ,ＹＲ,Ｙ

その他

緑　地

備　考

無彩色

彩　度

明　度

明　度

彩　度
明　度

位　置

種　類

用　途

景観ゾーン区分

地区計画区分

ゾーン区分

用途地域既
存
計
画

景
観
形
成
基
準　
（
建
築
行
為
の
配
慮
事
項
）

色
彩
基
準

開
発
事
業
の
基
準

屋
外
広
告
物
等

本計画による新たな基準

健康・交流ゾーン

にぎわいゾーン

快適な住環境ゾーン

その他計画全般に関すること

景観形成基準に関すること

（平成２５年７月発行）

決定：⼋潮市決定：⼋潮市決定：⼋潮市

にぎわいゾーン 快適な住環境ゾーン 健康・交流ゾーン

第一種住居地域

Ｂ地区、Ｃ地区Ａ地区、Ｂ地区Ｃ地区

第一種住居地域
第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

新市街地



レストランＡＢＣ

ランチ 680 円！

○△ビル

（約１．３ｈａ）健康・交流ゾーン
本地区の象徴となるような良好な環境や景観の形成を図

るとともに、地域住民をはじめ本地区を訪れる人々の健康

と交流を育む場として連携された空間の創出を図ります。

通りからの視線の広がりが感じられるなど、
⼈の動きや意匠の⼯夫で賑わいを創出

cafe ＡＢＣ

ＳＨＯ
Ｐ

レストランＡＢＣ

●
▲
ビ
ル

cafeshopＡstadio

officeA

クリニック

レストラン
ＡＢＣ

パチンコ
直進〇km

SHOP

S
H
O
P

SHOP 最⼩限

レストランＡＢＣ cafe▲

集約

広告 〇× セール開催中

ＳＨＯＰ ●▲◆

車道歩道敷地

⼀体的

⾒通しの確保や
注意喚起の⼯夫

(７以上 )

彩度明度

ＧＹ,Ｇ,ＰＢ,
Ｐ,ＲＰ,ＢＧ,Ｂ

無彩色

Ｒ,ＹＲ,Ｙ

色相

(２以下 )

(６以下 )

２以下

６以下

(７以上 )

(７以上 )

５以上

５以上

５以上

（　）は大規模開発事業の基準

◆その他

◆交通安全施設及び駐車場施設

◆緑　地

開発事業の基準開発事業の基準開発事業の基準

・垳三郷線に面する部分は、開口
部を設けるなど、賑わい形成に
貢献するデザインとしましょう。

・店舗や飲食店の配置に努めま
しょう。
・共同住宅の場合は、低層階へ
の配置に努めましょう。

健康・
交流
ゾーン

にぎわい
ゾーン

健康・
交流
ゾーン

にぎわい
ゾーン

健康・
交流
ゾーン

快適な
住環境
ゾーン

にぎわい
ゾーン

⾊彩基準⾊彩基準⾊彩基準景観形成基準（建築⾏為の配慮事項）景観形成基準（建築⾏為の配慮事項）景観形成基準（建築⾏為の配慮事項）

地域主体、住⺠主体の
まちづくり

誰もが快適に暮らし、集える
安全・安⼼のまちづくり

多様な世代が集い暮らせる うるおいあるまち

方
針

目
標

地域の特性を活かした調和ある
うるおい豊かなまちづくり

にぎわい・活⼒と
快適な住環境のまちづくり

ゾーニングの⽅針まちづくりの⽅針

まちづくりの⽬標

八潮南部東まちづくり推進地区（以下「本地区」という。）は、八潮駅から約１ｋｍに位
置し、八潮南部東一体型特定土地区画整理事業による基盤整備と都市高速鉄道（つくばエ
クスプレス）の整備を一体的に実施してきた区域内であり、また、地区内に都市計画道路
が 2 本（垳三郷線、木曽根伊勢野線）通るなど、交通利便に恵まれた地区です。さらに、
本地区の垳三郷線沿道では病院が計画されており、この計画をきっかけとした土地利用が
周辺で急速に進んでいくことが予想されます。
そこで、この病院計画を契機とし、本地区の特性を活かした良好なまちづくりを推進す

るため、“多様な世代が集い暮らせる　うるおいあるまち”を目標とします。
◆壁面の位置の制限を受ける部分◆デザイン

【意匠全般】
◆屋外広告物等
【種類】

【位置】

◆用　途

にぎわい
ゾーン

快適な
住環境
ゾーン

にぎわい
ゾーン

にぎわい
ゾーン

健康・
交流
ゾーン

快適な
住環境
ゾーン

にぎわい
ゾーン

にぎわい
ゾーン

快適な
住環境
ゾーン

健康・
交流
ゾーン

快適な
住環境
ゾーン

にぎわい
ゾーン

　左の３つのマークは、ゾーン別に適用される
基準を示しています。
　複数のゾーンが表示されている場合は、それ
らのゾーンで共通する基準となります。

・垳三郷線に面する部分は、ベ
ンチやプランターなどで賑わ
いの創出に配慮しましょう。

・舗装は周囲と
の調和を図り
ましょう。

・フロアーごと
に設置する場合
は、位置・形状
が整ったものと
しましょう。

・連続する店舗でデザインや素材
の調和を図りましょう。

・一般広告物の設置を避けま
しょう。
・屋上看板の設置は避けま
しょう。

・外壁面への設置に努めま
しょう。
・ガラス面を利用した掲出
は避けましょう。

・最小限の掲出としましょう。・単独看板の設置は避け、複数の
テナントで共同設置しましょう。
・隣接する敷地に設置されている
広告物との高さを揃えましょう。

・建物と調和したデザインとなるよ
う配慮しましょう。
・原色や原色に近い色彩の広い面積
での使用は避け、彩度を抑えた色彩
の使用に努めましょう。

・道路境界については、一体的な空間形成を
図るため柵等の設置を避ける。やむを得ない
場合は、透視可能なフェンスか生け垣とする。

・大規模開発事業における誘導ブロック
等は、周辺の公共施設と連携した配置
とする。

健康・
交流
ゾーン

快適な
住環境
ゾーン

にぎわい
ゾーン

健康・
交流
ゾーン

にぎわい
ゾーン

健康・
交流
ゾーン

快適な
住環境
ゾーン

にぎわい
ゾーン

健康・
交流
ゾーン

にぎわい
ゾーン

健康・
交流
ゾーン

にぎわい
ゾーン

健康・
交流
ゾーン

快適な
住環境
ゾーン

にぎわい
ゾーン

・植栽の樹種は、花桃のほか、
季節感を演出する樹種、常
に緑を感じられる樹種とし、
周辺との調和が図られたも
のとする。
・駐車場や駐輪場には可能な
限り緑化ブロック等を使用
する。
・駐車場や駐輪場のスペース
が大きく露出しないように、
植栽等を設ける。

・大規模開発事業においては、原則として
必要緑地面積を地表面に確保する。
・道路境界部分に緑化を施す。

・自動車駐車場の出入り口は、歩行者・
自転車等が安全に通行できるような対
策を講じる。

・土地利用上、やむを得ず適切な自動車
駐車場の台数が確保できない場合は、
隔地で適切に確保する。

大規模開発事業の
色彩基準の範囲

色彩基準の範囲 例）色相１０ＹＲの場合

（約２．５ｈａ）快適な住環境ゾーン
戸建住宅のほか中層集合住宅の立地により多様な世代の

居住に対応するとともに、落ち着きやゆとりを感じられる

緑豊かで調和のとれた良好な住環境の創出を図ります。

（約２．２ｈａ）にぎわいゾーン
中層集合住宅などの立地とともに、市民等の生活利便性

向上を図るため飲食・物販などの商業施設の適切な誘導に

より歩いて楽しい賑わいの創出を図ります。

ＳＨＯＰ

ベンチやプランター

道
路
道
路
道
路

道
路
道
路
道
路

ゾーニング図

道
路
道
路
道
路

道
路
道
路
道
路


